
北 島 町 競 争 入 札 心 得 
（改正 平成２８年５月 １日） 
（改正 令和元年 ９月 ６日） 
（改正 令和２年 ５月 １日） 
（改正 令和５年 ４月 １日） 
（改正 令和５年 ８月 １日） 

（目的） 
第１条 町が発注する工事、製造その他の請負、物件の買入又は借入及びその他の契約の

指名競争入札を行う場合において、入札参加者は地方自治法（昭和２２年法律第６７号）、

北島町財務規則（昭和４２年北島町規則第３号）及び北島町公共工事標準請負契約約款

に関する規則（昭和５０年北島町規則第２号）その他の法令を遵守するほか、この心得

の定めによるものとする。 
 
（入札に関する留意事項） 
第２条 入札参加者は、町が指示した設計図書、仕様書、現場等を熟知の上、入札するも

のとする。なお、上記設計図書、仕様書を閲覧しなかった者及び現場説明に参加しなか

った者は、当該入札に参加することができない。入札書記載金額は、特に指示のない限

り、消費税及び地方消費税相当額を除いた金額を記載すること。 
２ 入札参加者は、入札書を一旦提出した後は、その引換え、変更又は取消しをすること

ができない。 
３ 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、委任状を入札執行前に提出し、その

代理人の名において入札するものとする。この場合において、代理人の身分証明書（市

町村発行）は、不要とする。 
４ 入札書は、入札参加者の氏名を表記、押印し、封入の上、指定された時刻に提出しな

ければならないものとする。また、指定した場所及び時刻までに出席せず入札書を提出

しない者は、入札を棄権したものとして取り扱う。 
５ 入札参加者は、入札執行の際に、その金額にかかわらず入札金額に係る積算の内訳を

記載した工事費等内訳書を必ず提出しなければならない。なお、再度入札の結果、落札

者は工事費等内訳書の再提出を要するものとする。また、工事費等内訳書は、入札会場

で作成することは認めず、その作成権限を代理人に委任することはできない。 
６ 特に指示がない限り、郵便による入札は取り扱わない。 
 代理人が入札する場合の記入例 （別紙入札書・委任状記載例参照） 
    記入例 1  入札者  住 所 ○○県○○郡○○町○ ○ ○ ○番地 
               商号又は名称○ ○ ○ ○ ○株式会社 
               代表者 氏 名 代表取締役  ○ ○ ○ ○ 
               代理人 氏 名    △ △ △ △   ○印  
 
 復代理人が入札する場合の記入例 
    記入例２  入札者  住 所 ○○県○○郡○○町○ ○ ○ ○番地 
               商号又は名称 ○ ○ ○ ○ ○株式会社 
               代表者 氏 名 代表取締役  ○ ○ ○ ○ 
               代理人  住 所 ○○県○○郡○○町○ ○ ○番地 
                    氏 名   △ △ △ △ 
               復代理人 氏 名    ◎ ◎ ◎ ◎   ○印  



※本人又は代理人等いずれの入札の場合も会社印（角印等）は不用。また、代理人等が入

札する場合は、代表取締役印（丸印等）は不用で委任状の代理人等の印のみでよい。 
 
（公正な入札の確保） 
第３条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法

律第５４号）等に抵触する行為を行ってはならない。 
（１）入札参加者は、入札にあたっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価

格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければなら

ない。 
（２）入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開

示してはならない。 
 
（入札の辞退） 
第４条 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退すること

ができる。 
２ 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところによ

り申し出るものとする。 
（１）入札執行前にあっては、入札等辞退届（様式１）を入札担当課所に直接持参し、

又は郵送（入札日の前日までに到達するものに限る。）して行う。 
（２）入札執行中にあっては、口頭ではなく、入札等辞退届又はその旨を明記（入札金

額を記載する箇所に「辞退」と記載）した入札書を、入札を執行する者に直接提出

し、入札会場より退席する。 
３ 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱を受ける

ものではない。ただし、公正な入札の確保を妨げた者もしくは、疑いのある者はこの限

りではない。 
４ 第２項の規定によらず無断で入札を欠席した場合は、棄権として取扱う。また、この

場合は入札等に関する不誠実行為として北島町建設業者等指名停止措置要綱により指名

停止等の措置を受ける場合がある。 
 
（入札会場の秩序維持等） 
第５条 入札参加者は、入札時間を厳守しなければならない。 
２ 第４第２項の入札等辞退届の提出なく入札を欠席した者は、入札棄権として入札を執 
行する。 

３ 入札に参加する資格を有しない者は、入札会場への入場を禁止する。 
４ 入札参加者は、むやみに席を立ったり、大声を出したり、秩序を乱してはならない。 
 
（入札の取り止め等） 
第６条 次の各号のいずれかに該当する場合は、入札の執行を延期若しくは取り止め、又

は当該入札者を入札に参加させない措置をとるものとする。 
（１）天災その他やむを得ない理由があると認められるとき 
（２）入札参加者が連合した場合、そのおそれが強い場合、又は不穏な行動をなす等の

場合において、入札を公正に執行することができないと認められるとき 
（３）指名競争入札において、入札の辞退等により入札参加者が１者となったとき 

 
（入札が無効等となる事項） 



第７条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 
（１）入札に参加する資格がない者がした入札 
（２）記名及び押印のない入札 
（３）入札事項を表示せず、若しくはその記載事項が不明確であり、又は一定の金額を

もって価格を表示しない入札 
   ア 鉛筆、その他容易に改ざんできる筆記用具で作成したもの 
   イ 金額をアラビア数字以外で記載したもの 
   ウ 「入札物件」で物件名及び数量（数量については、特に指定した場合を除く。）

の記載のないもの又は記載を誤ったもの 
   エ 「住所及び氏名」の記載を誤ったもの 
   オ 使用の印鑑を誤ったもの 
   カ 再度入札において入札書及び封筒に「再」の字を記入してないもの 
（４）入札金額を訂正した入札及び入札の年月日（日付）を誤り又はその記載のない入    
  札 
（５）同一事項に対してした 2 通以上の入札 
（６）他人の代理人を兼ね、又は２人以上の代理をした者の入札 
（７）委任状を持参しない代理人のした入札 
（８）工事費等内訳書を提出しない者又は提出された工事等内訳書の記載金額が入札金

額と一致しない入札 
（９）明らかに連合によるものと認められる入札 
（１０）最低制限価格(税抜)を下回る金額の入札 
（１１）前各号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反した入札 

２ 次の各号のいずれかに該当する入札は、失格とする。 
（１）再度入札において、当初入札で発表した最低入札額を上回る入札 
（２）事前公表された設計金額(税抜)を上回る金額の入札 

 
（落札者の決定） 
第８条 入札者のうち、入札書比較価格以内で、最低価格の入札をした者を落札者とする。

また、最低制限価格を設定した場合は、入札書比較価格以内で、かつ最低制限価格を下

らない最低価格の入札をした者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価

格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがある

と認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すことと

なるおそれがあって著しく不適当とあると認められるときは、その者を落札者とせず、

入札書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最低の価格をも

って入札した者を落札者とする。 
（１）落札となるべき同価格の入札者が２者以上あるときは、直ちにくじにより落札者

を決定する。入札者は、当該くじへの参加を辞退することはできない。くじへの参

加を辞退する者は、失格とするとともに、落札したにもかかわらず契約締結を辞退

したものとして取り扱う。 
 
（再度入札） 
第９条 開札の結果落札となるべき入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。ただし、

指名競争入札において再度入札を行う前に入札の辞退等により入札者が 1 者となったと

きは、この限りではない。 
２ 再度入札は、１回とする。（当初入札を含め 2 回） 



３ 再度入札に参加することができるものは、当初入札に参加したものとする。ただし、 
次の各号のいずれかに該当する入札者は、再度入札に参加することができない。 

 （１）入札を辞退した者 
 （２）第７各項により入札の結果無効等となった者 
 
（契約の締結） 
第１０条 落札者は、町が指定する日までに町が指定する契約書により、契約（第１１条

に規定する仮契約を含む。以下同じ。）を締結しなければならない。（なお、契約保証金

の納付又はその納付に代わる担保の提供を免除する場合がある。ただし、建設工事及び

建設工事に伴う測量・建設コンサルタント業務においては契約金額が３００万円未満の

場合に限る。） 
２ 落札者は、前項の契約締結日までに契約金額の１０分の１以上の契約保証金を納付し、

又はその納付にかわる担保を提供しなければならない。ただし、契約保証金の全部の納

付を免除された場合は、この限りでない。 
３ 落札者が前２項のいずれかに違反した場合は、落札はその効力を失う。 
４ 落札決定後、契約締結までの間に次項各号に該当したときは、落札決定を取り消すも

のとする。 
５ 落札者は、次の各号のいずれかに該当する者は、契約を締結しないものとする。 
（１）地方自治法施行令第１６７条の１１第１項の規定に該当する者 
（２）北島町建設業者等指名停止措置要綱（平成１５年９月３０日要綱第１０号）に基

づく指名停止の措置の対象となっている者 
（３）北島町暴力団等排除措置要綱（平成２３年４月１日要綱第２号）に基づき暴力団

関係者であるとの認定を受け、契約排除措置中の者 
（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て、民事

再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立て又は破産法（平

成１６年法律第７５号）に基づく破産手続開始の申立てがなされている者 
ただし、会社更生法に基づく更生手続又は民事再生法に基づく再生手続の開始申

立てによる手続開始決定日以降に町の入札参加資格に係る再審査を受けており、再

生計画の認可が決定した者又は再生計画の認可の決定が確定した者については、当

該申立てがなされていない者とみなす。 
（５）手形又は小切手の不渡り等により銀行取引が停止されている者 

 
（議会の議決を経なければならない契約） 
第１１条 北島町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和

３９年条例第６号）の規定により議会の議決に付すべきものについては、あらかじめ仮 

契約を締結し、議会の議決を経た上本契約を締結するものとする。ただし、地方公営企

業法第４０条第１項の規定により北島町水道事業者の発注に係るものについては、これ

を適用しない。 
２ 議会の議決を経るまでの間に、仮契約者が第１０第５項各号のいずれかに該当するこ

とが明らかになった場合は、仮契約を解除し、本契約を締結しないことがある。この場

合において、町は一切の損害賠償の責めを負わない。 
 
（前金払等の特約） 
第１２条 閲覧及び現場説明時に前金払の特約がある場合、契約締結時に、申し出により

建設工事（４０％以内）及び建設工事に伴う測量・建設コンサルタント業務（３０％以



内）においては、前金払をすることができる。また、前払金の支払いを受けた後、建設

工事については、２０％以内の中間前金払をすることができる。 
２ 前項の場合において、公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年法律第１

８４号）の規定による保証事業会社の保証がない場合は、前金払及び中間前金払はしな

い。 
 
（異議の申立て） 
第１３条 入札者は、入札後この心得、設計書、仕様書及び図面その他のあらかじめ示し

た契約条件等についての不明を理由として、異議を申し立てることはできない。 


